
LLPほっかいどう事業再生支援センター主催セミナー

中小企業の倒産件数は減少傾向にありますが、これは
「中小企業金融円滑化法」により、中小企業の根本的な
問題である過剰な借入の解決を先送りしているだけであ
り、時限立法である円滑化法が効力を失えば、５兆円の
不良債権が顕在化すると言われています。
当LLPでは今年、中小企業の抜本的な再建を支援する専
門家を育成する連続セミナーを実施予定であり、今回は
そのナビゲーターとして北海道中小企業再生支援協議会
の園部プロジェクトマネージャーを招き、北海道の中小
企業再生に関する諸問題を分析していただきます。
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日時：平成２３年

４月１３日（水）
１８：００～２０：００

会場：札幌オリエンタルホテル
札幌市中央区南８条西４丁目４２２番地

（地下鉄南北線 中島公園駅 徒歩３分）

参加費用：無料

事務所・会社名

参加者役職・氏名 参加者役職・氏名

業　　　種

（役職）　　　　　　（氏名） （役職）　　　　　　（氏名）

お申込はFAXで 011-837-5988（井上税務会計事務所）

セミナーの概要

第一部　
園部典久氏講演
「協議会による中小企業再生支援状
況」

第二部
フリーディスカッション
～園部プロジェクトマネージャーを
囲んで～

■講師

略歴（そのべ・のりひさ）

昭和52年北海道拓殖銀行に入

行。帯広支店配属。

平成10年11月に北海道拓殖銀行

審査第一部審査役を経て、北洋

銀行に入行。

平成13年5月に小樽商工信用組

合　金融整理管財人補佐人に就

任。

平成14年2月に北洋銀行融資第

二部に配属。

平成20年4月に北海道中小企業

再生支援協議会サブマネージャ

ーに就任。

平成21年6月にプロジェクトマ

ネージャーに就任。

現在に至る。

銀行員として融資業務のキャリ

アは26年ほどあり。北洋銀行で

は会社更生・民事再生・破産な

ど法的整理対応および私的再生

対応に従事。協議会において

も、リスケジュール・第二会社

方式・DDSなどによる再生手法

で事案を手掛けている。

園部 典久氏　

主催：有限責任事業組合ほっかいどう事業再生支援センター
住所：札幌市中央区南８条西４丁目４２２グランドパークビル
電話：０１１－５１３－５０００（むらずみ経営内）、０１１－８２２－０６７１（井上会計内）

中小企業関係専門家 各位


